
（１）介護保険の給付対象となる短期入所生活介護サービス

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

５９６単位／日 ６６５単位／日 ７３７単位／日 ８０６単位／日 ８７４単位／日

（２）介護保険の給付対象となる介護予防短期入所生活介護サービス

要支援１ 要支援２

４４６単位/日 ５５５単位／日

※　さくら市は地域区分７級地に該当するため、１単位あたり１０．１７円となります。

（２）介護保険の給付とならないサービス（日額）

③食費に係る費用

段階 段階 多床室 従来型個室

第１段階 第１段階 　　０円／日 　３２０円／日

段２段階 段２段階 ３７０円／日 　４２０円／日

第３段階 第３段階 ３７０円／日 　８２０円／日

第４段階 第４段階 ８５５円／日 １１７１円／日

理髪

　６５０円／日額上限

処遇改善加算Ⅰ

加算率２．３％

朝食・夕食　各390円　昼食612円

④居住費に係る費用

介護度

単位数

　＜多床室　・　個室＞

サービス提供体制加算（Ⅲ）

⑤その他の料金

２０００円／回

　３９０円／日額上限

６単位／日

１８４単位/片道

６単位／日

１３単位／日

送迎加算

送迎加算

サービス提供体制加算（Ⅲ）

　３００円／日額上限

食費

加算名称 単位数 内容

利用者へ一定基準のサービスを提供する
体制整備に対する評価

夜勤時間に基準以上の介護職員を配置

特定処遇改善加算Ⅱ

夜勤職員配置加算（Ⅰ）

介護度

単位数

介護職員へキャリアアップの取り組みを実施

②加算（要介護）

①基本料金（要介護）

①基本料金（要支援）

特定処遇改善加算Ⅱ 加算率２．３％

特別養護老人ホーム　エリム重要事項説明書別紙１

サービス利用料金表（令和3．4．１現在）

キャリア（経験、技能）のある介護職員に対して
更なる処遇改善を実施

処遇改善加算Ⅰ 加算率８．３％

送迎を実施した際の加算

加算率８．３％

②加算（要支援）

１８４単位／片道

　＜多床室　・　個室＞


